
 

令和５年度埼玉県保育士等キャリアアップ研修事業補助金申込募集要項 

 

１ 事業概要 

（１）目的 

  埼玉県保育士等キャリアアップ研修の実施に必要な費用の一部を支援すること

によって、保育士等の研修機会の充実を図り、職務内容に応じた専門性を向上させ、

保育現場におけるリーダー的職員を育成する。 

 

（２）補助対象者 

  「埼玉県保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱」（令和３年３月２４日

少子第１９０５号）に基づき県が指定した研修実施機関のうち、以下のアからイの

条件を満たす団体 

 

 ア 指定保育士養成施設又は就学前の子供に対する保育に関する研修の実績を 

  有する非営利団体 

 イ 「２ 対象となる研修の期間」で示す期間中に、集合研修を１回以上実施 

  すること 

 

（３）補助対象となる研修の受講対象者 

  研修申込の時点において埼玉県内に所在する私立の保育所、認定こども園及び小

規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業に勤務す

る保育士等 

 

２ 対象となる研修の期間 

  交付決定の日から令和６年２月末まで 

 

３ 補助基準額及び対象経費 

（１）補助基準額 

   １回の講座当たり １（３）に規定する対象者×１０，０００円 

 

（２）補助対象経費 

   保育士等キャリアアップ研修事業を実施するために必要な報酬、賃金、報償費、 

旅費、需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費、広告料）、

委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 等 

   ただし、研修受講者の研修参加費用のうち、教材等に係る実費相当部分、研修

会場までの旅費及び宿泊費等の実費負担相当額を除く。 

 

４ 補助率 

  １０／１０（ただし、予算額を超える場合減額の可能性あり） 



 

 

５ 申請上限人数 

  申請者数によっては上限を設ける場合がある。 

 

６ スケジュール 

  令和５年４月２７日（木） 質問受付開始、申込書受付開始 

      ５月 １日（月） 質問受付終了 

         ２日（火） 質問への回答を下記ＵＲＬに公開 

        １５日（月） 申込書受付終了 

      ５月中旬     申込書の審査 

        下旬     補助金額の内示、補助金交付申請書提出依頼 

               随時、交付決定 

  回答掲載予定ＵＲＬ https://www.pref.saitama.lg.jp /a0607/kyariaappu-sitei.html 

 

７ 申込に際して必要となる書類 

 （すべての実施機関が提出） 

  ・令和５年度埼玉県保育士等キャリアアップ研修事業補助金申込書（様式１） 

  ・事業計画（様式２）及び添付資料 

  ・講師履歴（様式３） 

 （令和５年度新規で指定申請しようとする者が提出：様式任意） 

  ・法人又は団体の概要（設立趣旨、事業内容パンフレット等） 

  ・定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれに準ずる書類 

  ・決算関係書類 

 

８ 申込書の審査 

  下記の観点で提出書類による書面審査を行い、予算の範囲内で補助対象者及び補

助額を内示する。 

  （審査の観点）※別紙審査表参照 

   ①研修実施体制 ②受講定員の達成可能性 ③当日の運営 

   ④研修の内容  ⑤過去３年間の研修実績（※） 

※過去に指定を受けている実施機関については、過去に実施した研修の定員充

足率を含む。 

 

９ その他 

 ア 質問がある場合は、５月１日（月）までに質問書（様式４）にて少子政策課施

設運営・人材確保担当に提出すること。 

 イ 申込書の作成に際し、受講定員の設定については、実際の受講者数と大きく乖

離しないよう十分に精査すること。 

 ウ 補助金額の内示後にその金額の範囲内で「埼玉県保育士等キャリアアップ研修



 

事業費補助金交付要綱」に基づく交付申請を行うこと。 

 エ 埼玉県保育士等キャリアアップ研修実施機関の指定申請（「更新届出」を含む）

は研修実施の２か月前であればいつでも可能であるが、本補助金の交付を受ける

ためには、別途定める交付申請期日までに申請（更新届出）を完了すること。 

 オ 本補助金の交付に関する諸規定は「埼玉県保育士等キャリアアップ研修事業費

補助金交付要綱」及び「補助金等の交付手続等に関する規則」（昭和４０年埼玉県

規則第１５号）に基づき行うこと。 


